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小規模保育事業所 聖愛クロス保育園 豊崎 重要事項説明書 

 教育・保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

■事業者■ 

事 業 者 の 名 称 株式会社 OCC キッズ 

事 業 者 の 所 在 地 大阪府大阪市阿倍野区丸山通 1 丁目 3-61 

事 業 者 の T E L ・ F A X TEL06-4398-6008  FAX06-6651-2882 

代 表 者 氏 名 代表取締役  根岸 正州 

法 人 設 立 年 月 日 平成 20年 11 月 5 日 

定款の目的に定めた事業 

※個人の場合は欄削除。 

当該事業に該当する定款の目的は次のとおりです。 

・保育施設の経営 

 

■事業の概要■ 

種 類 小規模保育事業 A 型 

名 称 聖愛クロス保育園 豊崎 

所 在 地 沖縄県豊見城市豊崎 1-41 

T E L ・ F A X TEL098-851-7661  FAX098-851-7663 

管 理 者 氏 名 園長 吉川 通夫（よしかわ みちお） 

保 育 責 任 者 氏 名 園長 吉川 通夫（よしかわ みちお） 

開 設 年 月 日 平成 29年 4月 1 日 

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ） 0 歳児 6 人 1 歳児 6 人 2 歳児 7 人 

事 業 所 番 号 ４７２１２５２００００９３ 

 

■施設・設備の概要■ 

敷 地 面 積 99.72 ㎡ 

園 舎 
構 造 2 階建ての 1 階 

延 床 面 積 89.57 ㎡ 

施設設備の数と面積 

乳 児 室 1 室 26.28 ㎡ 

ほ ふ く 室 1 室 19.82 ㎡ 

保 育 室 1 室 14.05 ㎡ 

調 理 室 1 室 6.97 ㎡ 

沐 浴 室 1 室 8.40 ㎡ 

事 務 室 1 室 6.18 ㎡ 

そ の 他 1 室 7.87 ㎡ 

屋 外 遊 戯 場 （ 園 庭 ） 2,500 ㎡（代替場所  ふれあい広場） 
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■事業の目的、運営方針■ 

目 的 
聖愛クロス保育 豊崎（「当園」という。）は、以下の運営に基づき、保育を必要とする

児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。 

運 営 方 針 

（1）「当園」は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下「園児」とい

う。）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生

活の場を提供するよう努めます。 

（2）「当園」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園

児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。 

（3）「当園」は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、

園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うように努

めます。 

 

■提供する保育の内容■ 

当園は、保育所保育指針（平成 29 年 3 月 31 日厚労告 117）を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供

を行います。 

 

■その他実施する事業■ 

延 長 保 育 当園は、延長保育を実施し保育を必要とするお子さんを、お預かりします。 

発 達 支 援 保 育 
当園は、地域社会の中で障がいのある子どもとない子どもが共に育ち合うこ

とを基本的な考えとして可能な限り発達支援保育を行います。 

 

■職員体制■ 

職 種 職 務 の 内 容 常 勤 非 常 勤 

管 理 者 職員及び業務の管理を一元的に行う。 1 人 0 人 

保 育 責 任 者 
保育の質の向上及び職員の資質の向上に

取組む。 

1 人 

(管理者兼務)  
0 人 

保 育 士 
保育に従事し、計画の立案、実施、 

記録及び家庭連絡等の業務を行う。 
5 人 3 人 

調 理 員 
献立に基づき、給食及びおやつを調理す

る。 
1 人 0 人 

嘱 託 医 
利用乳幼児の心身の健康管理を行うとと

もに、定期健康診断を行う。 
0 人 2 人 
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■保育の提供を行う日及び提供を行わない日■ 

開 所 日 月曜日から土曜日まで（※下記日にちは除く） 

休 所 日 
日曜日・国民の祝日 

年末年始（12 月 29 日～1月 3日）・慰霊の日（6 月 23 日） 

 

■保育を提供する時間■ 

（１）開所時間 

月 曜 日 か ら 金 曜 日 7 時 00 分から 18 時 30 分まで 

土 曜 日 7 時 00 分から 18 時 00 分まで 

（２）保育時間 

 保育標準時間 保育短時間 

月 曜 日 か ら 金 曜 日 7 時 00 分から 18 時 00 分まで 
①8 時 00 分から 16 時 00 分まで 

②9 時 00 分から 17 時 00 分まで 

土 曜 日 7 時 00 分から 18 時 00 分まで 
①8 時 00 分から 16 時 00 分まで 

②9 時 00 分から 17 時 00 分まで 

延 長 保 育 

（月曜日～金曜日のみ） 
18 時 00 分から 18 時 30 分まで 

①7 時 00 分から  8 時 00 分まで 

②7 時 00 分から  9 時 00 分まで 

①16 時 00 分から 18 時 30 分まで 

②17 時 00 分から 18 時 30 分まで 

 

■利用料金等■ 

（１）利用料金 

保育に係る利用者負担額（保育料） 保護者が居住する市町村が定める利用者負担額（保育料） 

延 長 保 育 料 30 分につき 150 円 

主 食 提 供 月額  0 円（3 歳児以上で受け入れがある場合、別途定める） 

その他別 途に定 める料金 

（1）寝具別途用品代 月額 550 円 

（2）園外活動費用 実費請求 

（3）行事費用 実費請求 

（２）支払方法 

保育に係る利用者負担額（保育料） 
指定の金融機関へ振り込み（毎月 15 日）又は保護者指定口座からの 

引き落とし（翌月 28 日）※口座引き落としに係る手数料とし、運営規

定別表に掲げる費用を負担していただきます。 

延 長 保 育 料 

主 食 提 供 

その他別途に定める料金 
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■利用の開始・終了・留意事項■ 

（１）利用の開始について 

豊見城市保育こども園課の利用調整に基づき当園に入所決定され支給認定を受けた保護者が本重要事

項説明書等に同意された後に保育の提供を開始します。 

（２）利用の終了について 

当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。 

（1）園児が満 3 歳に達したとき（ただし、満 3 歳に達した年度の 3 月 31 日までは保育を提供します。） 

（2）児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

（3）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

（３）留意事項 

①（告知・報告） 

保護者は、保護者の乳幼児の安全かつ適切な保育を確保し健全な発育を図るため、乳幼児の生育歴、

家庭環境、健康状態等保育上必要な事項を当園に告知していただきます。併せて、保護者と当園は、

乳幼児の健全な発育を図るため、乳幼児の日々の健康状態及び保育状況等について、相互に緊密な連

絡に努めます。 

②（保育不可日） 

当園では、次の各号のいずれかに該当する場合は、乳幼児の保育を行わないことがあります。 

ア 利用乳幼児が感染性の病気で、他の乳幼児に感染するおそれがあるとき。 

イ 利用乳幼児が病気等で健康を損ない、通常の保育が困難であるとき。 

ウ 災害の発生、または発生のおそれがあり、危険が想定されるとき。 

③（不正行為への対応） 

当園では、保護者が偽りその他の不正な行為によって保育給付費の支給を受け、又は受けようとした

ときは、遅滞なく、意見を付して豊見城市に通知いたします。 

 

■連携施設■ 

連 携 施 設 の 種 類 認定こども園 

名 称 社会福祉法人むつみ福祉会 とよみ認定こども園 

所 在 地 豊見城市字上田 449 番地 5 

連 携 協 力 の 内 容 
保育内容の支援、代替保育、当園における保育の提供終了後の継続的

な受け入れ 

 

連 携 施 設 の 種 類 認定こども園 

名 称 社会福祉法人豊穣福祉会 座安認定こども園 

所 在 地 豊見城市字翁長 647-6 

連 携 協 力 の 内 容 
保育内容の支援、代替保育、当園における保育の提供終了後の継続的

な受け入れ 
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連 携 施 設 の 種 類 認定こども園 

名 称 社会福祉法人ゆたか福祉会 豊見城こども園 

所 在 地 豊見城市字高嶺 446-96 

連 携 協 力 の 内 容 
保育内容の支援、代替保育、当園における保育の提供終了後の継続的

な受け入れ 

 

連 携 施 設 の 種 類 認定こども園 

名 称 社会福祉法人群星福祉会 豊崎こども園 

所 在 地 豊見城市字豊崎 1-1190 

連 携 協 力 の 内 容 
保育内容の支援、代替保育、当園における保育の提供終了後の継続的

な受け入れ 

 

連 携 施 設 の 種 類 保育園 

名 称 社会福祉法人群星福祉会 豊崎保育園 

所 在 地 豊見城市豊崎 1 番 389 

連 携 協 力 の 内 容 
保育内容の支援、代替保育、当園における保育の提供終了後の継続的

な受け入れ 

 

■給食等について■ 

（１）給食の提供にあたって 

 ・外部委託業者による自園調理 

（２）給食の時間について 

 午前間食 昼食 午後間食 

0 歳児 9 時 30 分頃 11 時頃 15 時頃 

1 歳児 9 時 30 分頃 11 時頃 15 時頃 

2 歳児 9 時 30 分頃 11 時頃 15 時頃 

（３）アレルギー対応について 

・聖愛クロス保育園 豊崎 アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努めて

います。（生活管理指導表の提出、除去食の提供など） 
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■嘱託医■ 

以下の医療機関（小児科・歯科）と嘱託医契約を締結しています。 

 小 児 科 歯 科 

医 療 機 関 の 名 称 くでけん小児科 よつば小児矯正歯科 

院 長 名 久手堅 修 金城 康哉 

所 在 地 沖縄県糸満市西崎 6-11-8 沖縄県豊見城市豊崎 1-323 

T E L 098-994-2099 098-851-3167 

■緊急時における対応■ 

・お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及

び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

〈近隣の緊急連絡先〉 

警 察 署 豊見城警察署    TEL098-850-0110 

消 防 署 豊見城市消防本部  TEL098-850-3105 

 

■非常災害対策■ 

非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、

毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施しています。 

 

防 火 管 理 者 吉川 通夫 

消 防 計 画 届 出 年 月 日 豊見城市消防本部   令和 6 年 3 月 22 日 

避 難 訓 練 避難及び消火の訓練は、毎月 1 回以上実施します。 

防 災 設 備 消火器、カーテン・建具などの防災処理 

 

■虐待防止のための措置■ 

職員による園児への虐待防止の為、以下の措置を講じています。 

（1）年に 1 回職員に対して虐待防止研修を実施 

（2）虐待防止マニュアルの作成、運用 

 

虐 待 防 止 責 任 者 
氏名：吉川 通夫 

TEL：098-851-7661 

 

■秘密保持に関する事項■ 

当園の職員は、業務上知り得た利用乳幼児及び支給認定保護者の秘密を保持し、職員でなくなった後に

おいても同様に秘密を保持します。 
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■地域との連携に関する事項■ 

運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行います。 

 

地 域 と 連 携 し た 行 事 等 内容 

豊崎自治会 豊崎自治会における行事等に参加します。 

 

■賠償責任保険の加入状況■ 

以下の保険に加入しています。 

保 険 の 種 類 賠償責任保険 

保 険 の 内 容 施設内で事故が起きた際の損害賠償保険 

保 険 金 額 最高 3 億円 

園児が保育園の管理下において、負傷・疾病などの災害にあわれた場合に備え、日本スポーツ振興センタ

ーの災害共済にご加入していただいています。 

保険の種類 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

保険の内容 施設内で発生した災害の際の災害共済給付制度 

保険金額 リーフレット参照 

 

■業務の質の評価について■ 

保 育 所 の 自 己 評 価 実施方法：年 2 回 

 

■苦情相談窓口■ 

要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相 談 ・ 苦 情 受 付 担 当 者 氏名：吉川 通夫   / TEL：098-851-7661 

相 談 ・ 苦 情 解 決 責 任 者 氏名：吉川 通夫   / TEL：098-851-7661 

第 三 者 委 員 

① 氏名：西水 義明（株式会社なかよし給食センター） 

役職：代表取締役   / TEL ：098-851-7944 

② 氏名：與那嶺 ちえみ（一般社団法人 Co.YELL ファミリーキッズ保育園） 

役職：代表理事    / TEL ：098-856-2223  

 

■その他運営に関する事■ 

喫煙 園内及び敷地周辺はすべて禁煙です。 

政治・宗教 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動は

ご遠慮ください。 

携帯電話 園内での携帯電話の使用はお控えください。 

園内での飲食 園内での飲食は原則禁止です。 
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当園における保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

  

保育園名       ：聖愛クロス保育園 豊崎 

 所在地        ：沖縄県豊見城市豊崎 1‐41 

 説明者職名     ：園長 吉川 通夫   印 

 

私は、書面に基づいて聖愛クロス保育園 豊崎の利用にあたっての重要事項の説明を受け、同意しまし

た。 

 年   月   日 

保護者住所      ： 

 児童氏名       ： 

 保護者氏名      ：                                         印 

 児童から見た続柄： 


